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基 基

上部工

(1)ロープアクセス技術を用いて、道路利用者や第三者への被害の回避，落橋など長

期にわたる機能不全の回避，長寿命化への時宜を得た対応などの橋梁に係る維持管

理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に実施する。

(2)近接目視を基本とした状態の把握と次回定期点検までの措置方針 の参考とする

ための対策区分の判定を行う。

　また，省令や告示で求められる道路橋毎の健全性の診断，並びに，その参考にす

るための部材 単位の健全性の診断を行う。

(3)定期点検では，(2)に加えて将来の維持管理の参考となり，かつ将来に向けた維

持 管理計画の策定や見直しに用いるため，損傷程度の評価，外観性状の記録を行

う。

径間上部工

幅員

橋梁名

下部工 橋台 橋脚

径間～ 径間

調査範囲

対象橋梁

高さ

架橋位置

橋長

橋梁形式

下部工 橋台 橋脚～ 橋脚

2．作業体制

・調査員は全員、ロープ高所作業特別教育を受けた者とする。

・調査員は全員、IRATA又はSRT資格者とする。

・調査員には道路橋点検士が１人以上いるものとする。　　　　　　　　　　

・調査員にはオンロープレスキューを行える人員が２人以上いるものとする。

1．調査目的



3-1.準備

3-2.現場への乗り込み

3-3.作業開始

1 【 ｍ 】

2 【 ｍ 】

3-4.支点設置

1 【 】

2 【 】

高欄に対する仮過重テストの様子 下降器へのロープセット状況 高欄を乗り越える前の状況

・十分に強度を有する2点の支持物にロープを結束し、仮荷重テストを行う。

・作業指揮者から作業員へ事前に作業内容と危険個所の周知を行う。

・各自の現場での配置、役割の確認と周知を行う。

・装備、調査道具の準備と安全チェックを行う。

　　→安全管理の詳細は後述の「5.安全管理」を参照

　　→装備、道具の詳細は後述の「6.装備、器材」を参照

・車両運転者は安全運転で現場へ向かい、決められた駐車場所へ駐車する。

・現場到着後、対象橋梁の下見を行い最終打合せを行う。　

・作業範囲下方の進入者防止を確認する。

・各自の無線機の作動チェックを行う。

・調査員は装備と点検器材を装着したうえで、所定の長さのロープを

　携行し、各自の点検個所に移動する。

本現場で使用する支持物：

3．作業手順

使用するロープの長さ：

・支点として使用できる事を確認後、下降器にロープをセットし、

　カウズテイルを支点のカラビナ等にかける。

・装備や支点が安全にセットされていることを最終確認する。



3-

1.

2.

3.

高欄を乗越え下降開始 ロープガード設置状況

・下降側のロープを握り、下降器のレバーを操作して下降器の動作確認を行う。

・カウズテイルを外し、下降開始する。

・地覆等のロープが擦過する箇所に、擦過防止処置を行う。

・ロープガードで擦過防止を行った場合は、可能な限りディビエーション又は

　リビレイを行い、ロープガードに荷重がかからないような処置を施す。

4．点検結果まとめ

　点検結果は種別（定期点検、緊急点検、第三者被害etc）に応じてとりまとめ

る。

　損傷図には「橋梁定期点検要領（案）」（国土交通省）に則った損傷評価を

記載する。

・調査箇所に近接し、橋梁点検要領に沿って点検を開始する。

・損傷個所はチョークでマーキングを行い、位置、サイズ、形状等を

　観察・記録する。

・重大損傷を発見した際には作業指揮者に連絡し、作業指揮者は現場

　監督員に報告する。

・1側線の点検が終了した後、リビレイ等を解除、回収しながらロープを

　登高し支点に復帰する。

・支点解除、回収した後に次の側線へ移動し、手順「3-4.支点設置」から

　繰り返す。



ディビエーション リビレイ

・安全管理は「安全管理チェックリスト」を遵守する。

②メインロープが切断するおそれのある箇所との接触を避けるための

　措置を講じること。（ディビエーション）それが困難な場合は①の

　他に当該箇所の下方にある堅固な支持物にメインロープを再緊結

　すること。（リビレイ）

　ロープ高所作業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業やのり面保護工

事に係る作業以外の作業（橋梁・ダム・風力発電などの調査・点検・検査等を

行う作業など）については、①および②の措置を講じた場合に限り、当分の

間、「ライフラインの設置」の規定は適用しない。

①メインロープを異なる2つ以上の強固な支持物に緊結すること。

・安衛則における「ロープ高所作業に係る規定」を遵守し、ロープ高所作業に

ついての特別講習を受講した者のみ作業を行う。

5．安全管理



・使用する道具や機材などは適宜、落下防止用のコードなどで落下対策を講じる。

6．装備・機材

・使用するロープ、器具はUIAA(国際山岳規格）やEN（EU圏内の共通工業

　規格）に準拠したものに限る。

・ハーネス・緊結具等は下記の通り




